
大阪市手数料条例（昭和４０年大阪市条例第３５号）の一部を次のように改正する。

第７条の４第１項第１号中「別表第４まで及び別表第６から別表第８まで」を「別

表第５まで及び別表第７から別表第１０まで」に、「１，６００円」を「１，６００円、法第５条

第１項から第３項までの規定による認定の申請に係る住宅に関する住宅性能評価書

（住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する住宅性能評価書をい

う。）が交付され、法第６条第１項第１号に定める基準に適合していると認められた

住宅（以下「住宅性能評価適合住宅」という。）にあっては５，５００円」に改め、同条第

２項中「加えた額」を「加えた額（建築基準法第６条の３第１項ただし書に規定する

建築主事が行う当該申出に係る建築物の計画が同法第１８条第４項ただし書に規定する

特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査（以下「構

造計算適合性審査」という。）を含む同条第３項に規定する審査をする場合にあって

は、当該額に、構造計算適合性審査１件につき、別表第４の左欄に掲げる区分に応じ、

同表の右欄に定める額を加えた額）」に改め、同条第３項中「第２０条第２号又は第３

号に定める基準（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第８１条第２項又は第３

項に定める基準に従った構造計算で、同法第２０条第２号イに規定する方法若しくはプ

ログラムによるもの又は同条第３号イに規定するプログラムによるものによって確か

められる安全性を有することに係る部分に限る。）に適合するかどうかの」を「第６

条の３第１項に規定する構造計算適合性判定に係る」に、「別表第４」を「別表第５」

に改め、同条第４項中「別表第５」を「別表第６」に改める。

第７条の５第１項中「別表第６及び別表第７」を「別表第７及び別表第８」に改め、

同項第１号中「別表第６」を「別表第７」に改め、同条第２項中「別表第７」を「別

表第８」に、「加えた額」を「加えた額（構造計算適合性審査を含む建築基準法第１８

議 案 第１６５号

大阪市手数料条例の一部を改正する条例案
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条第３項に規定する審査をする場合にあっては、当該額に、構造計算適合性審査１件

につき、別表第９の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を加えた額）」

に改め、同条第３項中「別表第８」を「別表第１０」に改め、同条第４項中「別表第

９」を「別表第１１」に改める。

第７条の６第１項中「、別表第４、別表第７及び別表第８」を「から別表第５まで

及び別表第８から別表第１０まで」に、「規定よる」を「規定による」に改め、同条の

次に次の４条を加える。

（採石法の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の７ 採石法（昭和２５年法律第２９１号。以下この条において「法」という。）の

規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数

料をその申請をする者から徴収する。

� 法第３３条の規定による採取計画の認可の申請に対する審査 １件につき５２，０００

円

� 法第３３条の５第１項の規定による採取計画の変更の認可の申請に対する審査

１件につき３３，０００円

（砂利採取法の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の８ 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号。以下この条において「法」とい

う。）の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める

額の手数料をその申請をする者から徴収する。

� 法第１６条の規定による採取計画の認可の申請に対する審査 １件につき３７，７００

円

� 法第２０条第１項の規定による採取計画の変更の認可の申請に対する審査 １件

につき１７，０００円

（都市再生特別措置法の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の９ 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第３６条の３第２項の規定に

よる認定の申請に対する審査については、１件につき２７，０００円の手数料をその申請

２



をする者から徴収する。

（マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の１０ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第

１０５条第１項の規定による許可の申請に対する審査については、１件につき１６０，０００

円の手数料をその申請をする者から徴収する。

別表第１中

「

事前審査適合住宅 ２００平方メートル以下 ９，５００円

２００平方メートルを超え

５００平方メートル以下
１７，４００円

５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下
３０，１００円

１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下
４７，９００円

３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下
８９，２００円

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下
１５５，３００円

１０，０００平方メートル超 ２６９，７００円

」

を

「

事前審査適合住宅 ２００平方メートル以下 ９，５００円

２００平方メートルを超え

５００平方メートル以下
１７，４００円

５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下
３０，１００円

３



備考

１ この表において、「延べ面積」とは、法第５条第１項から第３項までの規定

による認定の申請に係る住宅が属する１の建築物の延べ面積（建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項第４号本文の規定により算定された

延べ面積をいう。）をいう。

１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下
４７，９００円

３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下
８９，２００円

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下
１５５，３００円

１０，０００平方メートル超 ２６９，７００円

住宅性能評価

適合住宅

一戸建ての

住宅

２００平方メートル以下 ２２，２００円

２００平方メートル超 ３５，２００円

共同住宅等 ５００平方メートル以下 ６７，３００円

５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下
１０７，９００円

１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下
２０５，２００円

３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下
３５３，３００円

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下
５５０，３００円

１０，０００平方メートル超 １，００７，４００円

」

に改め、同表中備考を次のように改める。

４



２ この表において、「一戸建ての住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関

する法律施行規則（平成２１年国土交通省令第３号）第４条第１号に規定する一

戸建ての住宅をいう。別表第２において同じ。

３ この表において、「共同住宅等」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する

法律施行規則第４条第２号に規定する共同住宅等をいう。別表第２において同

じ。

別表第２中

「

事前審査適合住宅 ５０平方メートル以下 １，６００円

５０平方メートルを超え

１００平方メートル以下
４，８００円

１００平方メートルを超え

２００平方メートル以下
９，５００円

２００平方メートルを超え

５００平方メートル以下
１７，４００円

５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下
３０，１００円

１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下
４７，９００円

３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下
８９，２００円

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下
１５５，３００円

１０，０００平方メートル超 ２６９，７００円

」

を

５



「

事前審査適合住宅 ５０平方メートル以下 １，６００円

５０平方メートルを超え

１００平方メートル以下
４，８００円

１００平方メートルを超え

２００平方メートル以下
９，５００円

２００平方メートルを超え

５００平方メートル以下
１７，４００円

５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下
３０，１００円

１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下
４７，９００円

３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下
８９，２００円

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下
１５５，３００円

１０，０００平方メートル超 ２６９，７００円

住宅性能評価

適合住宅

一戸建ての

住宅

５０平方メートル以下 ５，５００円

５０平方メートルを超え

１００平方メートル以下
１３，９００円

１００平方メートルを超え

２００平方メートル以下
２２，２００円

２００平方メートル超 ３５，２００円

共同住宅等 ５０平方メートル以下 １９，２００円

５０平方メートルを超え

１００平方メートル以下
３０，８００円

６



に改め、同表備考中「別表第４まで及び別表第６から別表第８まで」を「別表第５ま

で及び別表第７から別表第１０まで」に改める。

別表第３備考第２号中「別表第５」を「別表第６」に改める。

別表第９を別表第１１とし、別表第８を別表第１０とする。

別表第７備考第２号中「別表第９」を「別表第１１」に改め、同表を別表第８とし、

同表の次に次の１表を加える。

別表第９（第７条の５関係）

１００平方メートルを超え

２００平方メートル以下
４２，２００円

２００平方メートルを超え

５００平方メートル以下
６７，３００円

５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下
１０７，９００円

１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下
２０５，２００円

３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下
３５３，３００円

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下
５５０，３００円

１０，０００平方メートル超 １，００７，４００円

」

床 面 積 額

２００平方メートル以下 １１７，１００円

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下 １４０，０００円

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下 １６２，８００円

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下 １８５，７００円

７



備考 この表において、「床面積」とは、構造計算適合性審査に係る建築物の部分

の床面積とする。ただし、みなし計画に係る建築物（構造計算適合性審査を受け

たものに限る。）の計画を変更して建築物を建築し、又はその大規模の修繕若し

くは大規模の模様替をする場合にあっては、構造計算適合性審査に係る建築物の

部分の床面積の２分の１の面積（床面積の増加する部分にあっては、当該増加す

る部分の床面積）とする。

別表第６を別表第７とし、別表第５を別表第６とし、別表第４を別表第５とし、別

表第３の次に次の１表を加える。

別表第４（第７条の４関係）

備考 この表において、「床面積」とは、構造計算適合性審査に係る建築物の部分

の床面積とする。ただし、みなし計画に係る建築物（構造計算適合性審査を受け

たものに限る。）の計画を変更して建築物を建築し、又はその大規模の修繕若し

くは大規模の模様替をする場合にあっては、構造計算適合性審査に係る建築物の

部分の床面積の２分の１の面積（床面積の増加する部分にあっては、当該増加す

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下 ２２１，９００円

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以下 ２９４，７００円

５０，０００平方メートル超 ５４１，３００円

床 面 積 額

２００平方メートル以下 １１７，１００円

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下 １４０，０００円

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下 １６２，８００円

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下 １８５，７００円

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下 ２２１，９００円

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以下 ２９４，７００円

５０，０００平方メートル超 ５４１，３００円

８



る部分の床面積）とする。

附 則

この条例は、平成２７年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

� 第７条の６の次に４条を加える改正規定（第７条の９及び第７条の１０に係る部

分に限る。） 公布の日

� 第７条の４第１項第１号の改正規定（「１，６００円」を「１，６００円、法第５条第１

項から第３項までの規定による認定の申請に係る住宅に関する住宅性能評価書

（住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する住宅性能評価書

をいう。）が交付され、法第６条第１項第１号に定める基準に適合していると認

められた住宅（以下「住宅性能評価適合住宅」という。）にあっては５，５００円」に

改める部分に限る。）、第７条の６の次に４条を加える改正規定（第７条の７及び

第７条の８に係る部分に限る。）、別表第１の改正規定及び別表第２（備考を除

く。）の改正規定 平成２７年４月１日

平成２７年２月２４日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

採石法、砂利採取法、都市再生特別措置法及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の

規定に基づく事務に係る手数料を定めるとともに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規

定に基づく事務等に係る手数料を改定するため、条例の一部を改正する必要があるので、この案

を提出する次第である。

９



（長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の４ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。以下この条及び別

表第１から別表第３までにおいて「法」という。）の規定に基づく事務で次の各号に掲げるも

のについては、当該各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。

� 法第５条第１項から第３項までの規定による認定の申請に対する審査 １件につき、別表

第１の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額（当該申請が行われる時に、当該申

請に係る住宅が属する１の建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規

定する建築物をいう。以下この条から第７条の６まで、別表第１から別表第４
別表第５

まで及び別表
別表

第６
第７

から別表第８
別表第１０

までにおいて同じ。）において法第５条第１項から第３項までの規定によ

る認定の申請が複数行われる場合にあっては、当該額を当該複数の申請の件数で除した額

（その額に１００円未満の端数があるときは、これを切り上げた額））と、１２，０００円（住宅の品

質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能

評価機関の登録を受けた者（以下「登録住宅性能評価機関」という。）により、法第６条第

１項各号（第３号を除く。）に定める基準に適合していると認められた住宅（以下「事前審

査適合住宅」という。）にあっては１，６００円、法第５条第１項から第３項までの規定による認

定の申請に係る住宅に関する住宅性能評価書（住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する住宅性能評価書をいう。）が交付され、法第６条第１項第１号に定める基

準に適合していると認められた住宅（以下「住宅性能評価適合住宅」という。）にあっては

５，５００円）のうちいずれか高い額

�－� 省 略

２ 法第６条第２項（法第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定による申出があっ

た場合における前項第１号又は第２号に規定する審査に係る手数料の額は、これらの規定にか

かわらず、当該審査１件につき、これらの規定による手数料の額に、別表第３の左欄に掲げる

区分に応じ、同表の右欄に定める額（大阪市建築基準法施行条例（平成１２年大阪市条例第６２

号）第６条第１項ただし書に規定する磁気ディスク等（以下「磁気ディスク等」という。）に

よる申出にあっては、当該額から２，０００円を減じた額）を加えた額（建築基準法第６条の３第

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市手数料条例（抄）
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１項ただし書に規定する建築主事が行う当該申出に係る建築物の計画が同法第１８条第４項ただ

し書に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査（以

下「構造計算適合性審査」という。）を含む同条第３項に規定する審査をする場合にあっては、

当該額に、構造計算適合性審査１件につき、別表第４の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄

に定める額を加えた額）とする。

３ 前項に規定する審査において、建築基準法第２０条第２号又は第３号に定める基準（建築基準
第６条の３第１項に規定する構造計算適合性判定

法施行
に係る

令（昭和２５年政令第３３８号）第８１条第２項又は第３項に定める基準に従った構造計算で、

同法第２０条第２号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第３号イに規定す

るプログラムによるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。）に適

合するかどうかの審査（以下「構造適合審査」という。）を要する場合における手数料の額は、

前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額及び３，３００円の合計額に、構造適合審

査１件につき、別表第４
別表第５

の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を加えた額とする。

４ 第２項に規定する審査において、建築基準法第８７条の２に規定する建築設備（以下「建築設

備」という。）に係る審査を要する場合における手数料の額は、前２項の規定にかかわらず、

これらの規定による手数料の額（第２項に規定する審査の内容が、建築設備に係る審査のみで

ある場合にあっては、第１項第１号又は第２号の規定による手数料の額）に、当該審査１件に

つき、別表第５
別表第６

の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額（磁気ディスク等による申

出にあっては、当該額から２，０００円を減じた額）を加えた額とする。

（都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の５ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下この条並びに別表
別表

第６
第７

及び別表第７
別表第８

において「法」という。）の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものにつ

いては、当該各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。

� 法第５３条第１項の規定による認定の申請又は法第５５条第１項の規定による変更の認定の申

請に対する審査 １件につき、別表第６
別表第７

の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額

（同表の左欄の２以上の区分に該当する場合にあっては、それらの区分に応じ、同表の右欄
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に定める額の合計額）

� 省 略

２ 法第５４条第２項（法第５５条第２項において準用する場合を含む。）の規定による申出があっ

た場合における前項第１号に規定する審査に係る手数料の額は、同号の規定にかかわらず、当

該審査１件につき、同号の規定による手数料の額に、別表第７
別表第８

の左欄に掲げる区分に応じ、同

表の右欄に定める額（磁気ディスク等による申出にあっては、当該額から２，０００円を減じた

額）を加えた額（構造計算適合性審査を含む建築基準法第１８条第３項に規定する審査をする場

合にあっては、当該額に、構造計算適合性審査１件につき、別表第９の左欄に掲げる区分に応

じ、同表の右欄に定める額を加えた額）とする。

３ 前項に規定する審査において、構造適合審査を要する場合における手数料の額は、同項の規

定にかかわらず、同項の規定による手数料の額及び３，３００円の合計額に、構造適合審査１件に

つき、別表第８
別表第１０

の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を加えた額とする。

４ 第２項に規定する審査において、建築設備に係る審査を要する場合における手数料の額は、

前２項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額（第２項に規定する審査の内容が、

建築設備に係る審査のみである場合にあっては、第１項第１号の規定による手数料の額）に、

当該審査１件につき、別表第９
別表第１１

の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額（磁気ディ

スク等による申出にあっては、当該額から２，０００円を減じた額）を加えた額とする。

（一団地の住宅施設として建築される建築物に係る手数料の特例）

第７条の６ 都市計画法第１１条第１項第８号に掲げる一団地の住宅施設として建築（建築物を新

築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。以下この条、別表第３、別表第４、別表第７
から別表第５まで及び

及び別表第８
別表第８から別表第１０まで

において同じ。）をされる建築物で建築基準法第８６条の規定の適用

を受けるものに係る第７条の４第２項から第４項まで及び前条第２項から第４項までの規定
規定に

よる手数料の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した手数料の額から、

当該額から第７条の４第１項第１号若しくは第２号又は前条第１項第１号の規定により算定し

た手数料の額を減じた額の２分の１に相当する額を減じた額とする。

２ 省 略
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（採石法の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の７ 採石法（昭和２５年法律第２９１号。以下この条において「法」という。）の規定に基づ

く事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料をその申請をする者

から徴収する。

� 法第３３条の規定による採取計画の認可の申請に対する審査 １件につき５２，０００円

� 法第３３条の５第１項の規定による採取計画の変更の認可の申請に対する審査 １件につき

３３，０００円

（砂利採取法の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の８ 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号。以下この条において「法」という。）の規定に

基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料をその申請をす

る者から徴収する。

� 法第１６条の規定による採取計画の認可の申請に対する審査 １件につき３７，７００円

� 法第２０条第１項の規定による採取計画の変更の認可の申請に対する審査 １件につき

１７，０００円

（都市再生特別措置法の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の９ 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第３６条の３第２項の規定による認定の

申請に対する審査については、１件につき２７，０００円の手数料をその申請をする者から徴収する。

（マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定に基づく事務に係る手数料）

第７条の１０ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１０５条第１

項の規定による許可の申請に対する審査については、１件につき１６０，０００円の手数料をその申

請をする者から徴収する。

別表第１（第７条の４関係）

区 分
額

住 宅 の 種 別 延 べ 面 積

事前審査適合住宅 省 略 省 略

住宅性能評価

適合住宅

一戸建ての

住宅

２００平方メートル以下 ２２，２００円

２００平方メートル超 ３５，２００円

共同住宅等 ５００平方メートル以下 ６７，３００円

５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下

１０７，９００円

１３



備考 この表において、「延べ面積」とは、法第５条第１項から第３項までの規定による認定

の申請に係る住宅が属する１の建築物の延べ面積（建築基準法施行令第２条第１項第４号本

文の規定により算定された延べ面積をいう。）をいう。

備考

１ この表において、「延べ面積」とは、法第５条第１項から第３項までの規定による認定

の申請に係る住宅が属する１の建築物の延べ面積（建築基準法施行令（昭和２５年政令第

３３８号）第２条第１項第４号本文の規定により算定された延べ面積をいう。）をいう。

２ この表において、「一戸建ての住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施

行規則（平成２１年国土交通省令第３号）第４条第１号に規定する一戸建ての住宅をいう。

別表第２において同じ。

３ この表において、「共同住宅等」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規

則第４条第２号に規定する共同住宅等をいう。別表第２において同じ。

別表第２（第７条の４関係）

１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下

２０５，２００円

３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下

３５３，３００円

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下

５５０，３００円

１０，０００平方メートル超 １，００７，４００円

省 略 省 略 省 略

区 分
額

住 宅 の 種 別 床面積の合計

事前審査適合住宅 省 略 省 略

住宅性能評価

適合住宅

一戸建ての

住宅

５０平方メートル以下 ５，５００円

５０平方メートルを超え

１００平方メートル以下

１３，９００円

１４



備考 この表において、「床面積の合計」とは、法第８条第１項の規定による変更の認定の申

請に係る住宅が属する１の建築物の当該変更に係る部分の床面積（建築基準法施行令第２条

第１項第３号により算定された床面積をいう。以下この表から別表第４
別表第５

まで及び別表第６
別表第７

か

ら別表第８
別表第１０

までにおいて同じ。）の２分の１の面積（床面積の増加する部分にあっては、当

該増加する部分の床面積）をいう。

１００平方メートルを超え

２００平方メートル以下

２２，２００円

２００平方メートル超 ３５，２００円

共同住宅等 ５０平方メートル以下 １９，２００円

５０平方メートルを超え

１００平方メートル以下

３０，８００円

１００平方メートルを超え

２００平方メートル以下

４２，２００円

２００平方メートルを超え

５００平方メートル以下

６７，３００円

５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下

１０７，９００円

１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下

２０５，２００円

３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下

３５３，３００円

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下

５５０，３００円

１０，０００平方メートル超 １，００７，４００円

省 略 省 略 省 略
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別表第３（第７条の４関係）

備考 この表において、「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める面積とする。

� 省 略

� 法第６条第５項の規定により建築基準法第６条第１項の規定による確認済証の交付が

あったものとみなされる長期優良住宅建築等計画（以下この表から別表第５
別表第６

までにおいて

「みなし計画」という。）の変更をして建築物を建築する場合（第５号に掲げる場合及び

移転する場合を除く。） 省 略

	－� 省 略

別表第４ 省 略

別表第４
別表第５

－別表第６
別表第７

省 略

別表第７
別表第８

（第７条の５関係）

備考 この表において、「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める面積とする。

� 省 略

� 法第５４条第５項の規定により建築基準法第６条第１項の規定による確認済証の交付が

あったものとみなされる認定低炭素建築物新築等計画（以下この表から別表第９
別表第１１

までにお

いて「みなし計画」という。）の変更をして建築物を建築する場合（第５号に掲げる場合

及び移転する場合を除く。） 省 略

	－� 省 略

別表第９ 省 略

別表第８
別表第１０

－別表第９
別表第１１

省 略

省 略

省 略

１６



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


